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はじめに

このたび、札幌市では、犯罪や非行をした人の立ち直りを社会全体で応援し、新たな

犯罪や犯罪被害者等を生まないための取組を推進するため、令和６年度（2024年度）

から５年間を計画期間とする「札幌市再犯防止推進計画」を策定しました。

この計画を策定した背景として、全国的な刑法犯検挙者中の再犯者数は平成 18年

（2006年）をピークに減少傾向にある一方で、それを上回るペースで初犯者数も減少

しているため、検挙人員に占める再犯者の人員の比率が上昇し、刑法犯により検挙され

た人の約半数は再犯者という状況が続いている現状があります。

こうした中、平成 28年（2016年）12月に制定された「再犯の防止等の推進に関する

法律」では、再犯の防止等に関する施策を実施等する責務が地方公共団体にもあること

が明記されるとともに、地方公共団体においても再犯の防止等に関する施策の推進に関

する計画を定めるよう努めることとされました。

犯罪や非行をした人の中には、住居や安定した仕事がない、必要とされる福祉的支援

が行き届いていない、薬物などの依存症を有しているなど、多くの困難を抱えている人

が少なくありません。また、そうした困難な事情を抱えていても誰にも相談できず、問

題が深刻化してしまう場合もあります。犯罪は決して許されるものではありませんが、

犯罪や非行をした人が再び社会を構成する一員となるためには、それぞれの課題に応じ

た支援が必要であり、立ち直りを社会全体で応援する環境を整えることは再犯のリスク

を低減し、犯罪の発生を抑止することにつながります。

本計画では、犯罪や非行をした人が、社会復帰後に地域社会で孤立することなく、必

要な支援を受けられるよう、再犯の防止等を目的としている取組のほかにも、従前から

実施している保健医療・福祉等の各種行政サービスの中で再犯の防止等に資する取組や

副次的な効果が期待できる取組を整理し、それぞれが再犯防止にもつながるという意識

を持って推進していくこととしています。また、関係機関や団体等とネットワークを構

築し、相互の情報共有や意見交換等により連携協力体制の強化を図り、再犯の防止等に

関する取組を一丸となって取り組んでいくことで、犯罪のない安全で安心なまちづくり

を実現していきたいと考えております。

最後に、本計画の策定にあたり、多大なるご尽力を賜りました「札幌市犯罪のない安

全で安心なまちづくり等審議会」の各委員の皆様をはじめ、多くの貴重なご意見、ご提

案をいただいた市民の皆様、関係機関・団体の皆様に、心から感謝申し上げます。

令和６年（2024年）３月
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